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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年11月8日(2018.11.8)

【公開番号】特開2017-60712(P2017-60712A)
【公開日】平成29年3月30日(2017.3.30)
【年通号数】公開・登録公報2017-013
【出願番号】特願2015-189033(P2015-189033)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３１１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成30年9月25日(2018.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域の後側を区画形成する略垂直な壁面に対して遊技機後方側へ通じる通路の入口
を構成する特殊誘導口と、
　前記特殊誘導口の前側から下方へ遊技球が進行可能な誘導口前下側流下路と、
　前記特殊誘導口に遊技球が進入した場合に所定の特典を付与する特典付与手段とを備え
ていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記特殊誘導口よりも上方には、進入手段から進入した遊技球の少なくとも一部を戻り
方向へ戻すことが可能な支持手段が設けられ、
　前記特殊誘導口よりも下方であって前記誘導口前下側流下路の下流側には遊技球が進入
した場合に所定の特典が付与される所定の進入口が設けられ、
　前記進入手段から進入した遊技球の一部が、前記特殊誘導口の前側を経由し、前記誘導
口前下側流下路を進行する構成とされていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
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